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木造住宅に係る耐震化促進講演会を開催します
木造住宅に係る耐震化促進講演会を開催します

【お知らせ】

奈良県建築課ホームページ内に

「奈良県住宅・建築物耐震化促進協議会」 のページを作成しました。

奈良県建築課のホームページ内に本協議会のページを掲載しておりますので

ご参照ください。アドレス：http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-3787.htm

◆現在、ニュースレター第1号から第７号を掲載しております。

被災建築物応急危険度判定 「実地訓練」風景

《平成20年10月15日奈良市営住宅における判定訓練 》
《応急危険度判定士の参集状況 》

県及び県内全市町村が参画する「建築物の耐震化促進に係る市町村連絡会議」では、地震に備えた木造住宅の耐震改修の必要性と、費用に応じた有効な耐震改修について、専門家が分かりやすくお伝えする講演会を開催します。講演会 あなたの住まいは大丈夫？～地震に備えたわが家の耐震化～日時： 平成２０年１２月１２日(金) 13:30～16:20場所： 天理市文化センター（天理市守目堂町117）講師： 名古屋大学大学院 教授 福和伸夫氏㈱伸構造事務所 代表取締役 中本明氏問合せ先奈良県土木部まちづくり推進局建築課建築審査係
TEL 0742-27-7561

◆協議会会員の皆様のご参加をお願いします。

無料

昨年度の講演会開催風景



耐震技術者派遣事業について
耐震技術者派遣事業について

県では、特定建築物（多数の者が利用する建築物で大規模なもの）の所有者等の団体が開催する
耐震診断・耐震改修に関する研修会等における講演や専門的な相談に応じるために、

建築構造に係る専門技術者（以下、「耐震技術者」という。）を派遣する事業を実施

しています。 .
特定建築物の所有者等

の団体

様々な機会を利用した、耐震化に関する研修会等の開催（少人数で開催されるものでも結構です）

(社)奈良県建築士事務所協会

県耐震技術者派遣事業（Ｈ１８～）◆大規模建築物の耐震診断、改修に関し、専門的な相談に応じるしくみ。（１０回程度／年）耐震技術者の派遣要請

講師派遣依頼

耐震技術者（２名）を派遣

構成員 構成員 構成員 構成員
・・・・・

耐震化の検討

耐震技術者派遣までの流れ

奈良県土木部まちづくり推進局建築課建築審査係TEL 0742-27-7561までご連絡ください。 .

奈良県心身障害者施設連盟H20.  6.1420年度
開催回数 ３回18 研修会等名称団体名年月日年度 《研修会等の開催風景》耐震技術者派遣事業の実績

19 開催回数 ８回

運営管理等研修会

派遣依頼

募集中
平成20年度 被災建築物応急危険度判定実地訓練を実施しました
平成20年度 被災建築物応急危険度判定実地訓練を実施しました

実地訓練の実施について

平成20年10月15日（水）、万一の地震発生時

に備えて被災建築物応急危険度判定の実地訓練を

実施しました。

上記の被害想定のもと、民間判定士、公務員判

定士併せて５２名が「奈良市古市人権文化セン

ター」に参集し、ガイダンスを受けた後、被災建

築物と見立てた奈良市営住宅に移動し、具体的に

は、被災建築物に貼られた外壁や基礎の被害状況

や落下物の有無、塀の倒壊の危険性などを示す写

真による判断と実際に下げ振りを使用して被災建

築物の傾きの計測を行い、「危険」「要注意」な

どの危険度判定を行いました。

建築物の耐震化促進に係る市町村連絡会議を開催しました
建築物の耐震化促進に係る市町村連絡会議を開催しました

【想定被害】10月13日（月）午前6時頃、奈良盆地東縁断層帯付近を震源とする強い地震が発生し、奈良市内を中心に多数の建物に被害が発生しており、全・半壊棟数は8,000棟程度と推定される。

いざ、本当に地震が起こった場合の

備えが重要です。

平成20年10月1７日（金）、奈良県文化会

館において「建築物の耐震化促進に係る市町村

連絡会議」を開催しました。

県及び県内全市町村が参画するこの会議の場

を通じて、改めて住宅の耐震化を促進するため

『耐震改修補助事業』の事業化の推進を確認す

るとともに、県で作成した「耐震改修工事補助

金交付の手引き」の説明を行いました。

Ｈ２０年度：１０回の派遣実施を予定

◆ 積極的な活用をお願いします◆

『耐震』に関係する

ことであれば、まず

お問い合せ下さい。


